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はじめに 

 

学校における熱中症予防には、幼児・児童・生徒が運動を適切に実施するため

の「熱中症予防運動指針」（公益財団法人日本スポーツ協会 2019 年５月改訂）

のほかに、教員がどのような状況の時にどう判断し行動すべきかを十分に理解し

ておく必要があります。 

そこで、神奈川県教育委員会では、令和元年７月に教員一人ひとりが教育活動

中のそれぞれの立場で熱中症に適切に対応できるよう、「熱中症予防運動指針」

に応じた教員の具体的な判断や行動の目安を示した「神奈川県立学校熱中症予防

ガイドライン」が策定されました。 

横須賀市教育委員会では、令和元年度から５年度まで、この「神奈川県立学校

熱中症予防ガイドライン」を参考に、各学校における対策を講じるよう依頼して

おりましたが、昨今の市内の熱中症事例等から、より一層の熱中症予防が必要で

あると判断し、令和６年４月に市独自の「横須賀市立学校熱中症予防ガイドライ

ン」を作成しました。 

さらに、令和６年４月１日の気候変動適応法の施行に伴い、災害級の暑さに備

え予防行動を促す「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始されました。この熱

中症特別警戒アラートは、県内の暑さ指数情報提供地点（海老名・横浜・辻堂・

小田原・三浦）での暑さ指数をもとに発令されますが、場所によりその指数に開

きがあることが想定されます。この現状をふまえ、また昨今の気候変動の影響を

考慮し、横須賀市教育委員会では、改めて児童生徒等の健康と安全を確保するた

め、行動指針の見直しを図りました。そして、このたび、熱中症対策を強化した

「横須賀市立学校熱中症予防ガイドライン【令和７年４月改訂版】」を作成しま

した。 

各学校におかれましては、本ガイドラインを活用いただき、具体的な予防対策

を講じていただくとともに、危機管理マニュアル等に記載し、教職員一人一人が

その役割を理解することで、児童生徒等の命や健康を守ることに繋がることを期

待しています。 

なお、本ガイドラインの考え方は、市立学校で学ぶすべての児童生徒等を対象

に作成していますが、実際の対応にあたっては、それぞれの児童生徒等の発達の

段階に応じた判断が必要です。特に、特別支援学校の児童生徒等への対応にあた

っては、一人一人の発達の段階とともに障害の程度や特性に応じた適切、かつ、

きめ細かな対応が必要ですので、対応の際の判断には、このことを十分、留意し

てください。 

 

    横須賀市教育委員会 
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Ⅰ．行動指針 
１．暑さ指数（WBGT）について 

暑さ指数（WBGT：Wet Bulb Globe Temperature：湿球黒球温度）は、熱中症の危険度を判断

する環境条件の指標です。この WBGT は、人体と外気との熱のやりとり（熱収支）に着目し、

熱収支に与える影響の大きい気温、湿度、日射・輻射など周辺の熱環境、風（気流）の要素を

取り入れた指標で、単位は、気温と同じ℃を用います。 

※本ガイドラインにおいて暑さ指数（WBGT）の値を気温（単位は℃）と区別しやすいよう

に、単位のない指数として表記しています。 

「暑さ指数（WBGT）の算出方法」（環境省）より  

 

２．暑さ指数（WBGT）の測定と記録について 「屋外日向の暑さ指数計の使い方」（環境省）より  

（１）熱中症予防対策システム 

   〇システムについて 

    屋内外に設置したセンサーにより、自動計測される暑さ指数（WBGT）の結果を教職員の PC

等で常に確認できます。 

  ※システム構成イメージ 

 

 

 

 

  

 〇センサー設置場所 

   ・運動場と体育館にセンサーを学校代表地点として１台ずつ設置します。 

・受信機については、センサー近辺の電源を確保できる室内等に設置します。 

   ※屋外センサーは、原則敷地内において暑さ指数（WBGT）値が高く出ることが予想される場

所を代表地として設置します。 

  

 

自動計測

可視化 
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（２）熱中症指数計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〇熱中症予防対策システムでの計測値をもとに事前に活動の実施可否判断を行いますが、併

せて活動前や活動中においても熱中症指数計を使用し活動場所で実測し判断してくださ

い。 

   

※暑さ指数（WBGT）をもとにした活動実施可否の判断までの手順 

   ①熱中症予防対策システムにより自動計測された暑さ指数（WBGT）を確認し判断しま

す。 

   ②自動計測された暑さ指数（WBGT）が 31 未満の場合は、活動前に活動場所において

熱中症指数計を用いて実測し確認します。 

    

（３）記録について 

   〇記録の保存について 

・自動計測された暑さ指数（WBGT）は、クラウドへ自動記録されるため、記録簿の記入は、

必要ありません。 

  ・環境省及び気象庁による熱中症警戒情報及び熱中症特別警戒情報の運用が終了する 10 月

第４水曜日以降に、システム上から今までの計測記録をダウンロードし、３年間保存して

ください。 

  ・保存媒体については、電子媒体・紙媒体どちらでも構いません。 

  ※新年度になるとダウンロードができなくなりますので、ご注意ください。 

    ※記録簿については、「市立学校文書分類表（学校固有文書）12保健」の中において、学校

保健関係書類に分類され、第４種の扱いとなります。（参照：定型文書集 総務課） 

 

〇活動前に必ず活動場所に

て測定します。 

〇活動中にも適宜、測定し

ます。 

〇機器の取扱説明書をご覧い

ただき「測定上の注意」に

従い測定を行ってくださ

い。 

〇熱中症指数計は乱暴に扱

ったり強いショックを与

えたりしないでくださ

い。 
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 ３．暑さ指数（WBGT）に応じた学校の対応 

 ※本ガイドラインにおいて暑さ指数（WBGT）の値を気温（単位は℃）と区別しやすいよ

うに、単位のない指数として表記しています。 

暑さ指数 
（WBGT） 

日常生活における 
熱中症予防指針 

「日常生活における熱中症予防指針」 

（日本気象学会）より 

熱中症予防のための 
運動指針 

「スポーツ活動中の熱中症予防ガイ

ドブック」（日本スポーツ協会）より 

横須賀市立学校の対応 

33 以上 33 以上が予想される場合、熱中症警戒アラート、 
35 以上が予想される場合、熱中症特別警戒アラートが
発令されます。 

運動及び屋外での活動
は、全て中止する。 
※活動場所の暑さ指数を測

定し、33℃以上の場合 

31 以上 すべての生活活動でおこ
る危険性 
外出はなるべく避け、涼しい室

内に移動する。 

運動は原則中止 
特別な場合以外は、運動を中止

する。 

特に子供の場合は中止すべき。 

運動は、全て中止する。 
屋外での活動は中止また
は活動時間を短縮する 

31 未満～ 
28 以上 

 
 

すべての生活活動でおこ
る危険性 
外出時は炎天下を避け、室内で

は室温の上昇に注意する。 

厳重警戒 
（激しい運動は中止） 
熱中症の危険性が高いので、

激しい運動や持久走など体温

が上昇しやすい運動は避ける。 

10～20 分おきに休憩をとり、

水分・塩分を補給する。暑さに弱い

人は、運動を軽減、または中止する。 

激しい運動や体温が上昇し
やすい運動は中止する。 
活動強度に応じた対策を講じる。 

10～20分おきに休憩をとり、水

分・塩分を補給する。 

個人差を考慮し、無理に運動さ

せない。 

28 未満～ 
25 以上 
 
 

中等度以上の生活活動で
おこる危険性 
運動や激しい作業をする際は定

期的に充分に休憩を取り入れる。 

警戒 
（積極的に休憩） 
熱中症の危険が増すので、積

極的に休憩をとり適宜、水分・

塩分を補給する。 

激しい運動では、30 分おき

くらいに休憩をとる。 

積極的に休憩をとる。 
激しい運動では、30 分おき

くらいに休憩をとり、水分・塩

分を補給する。 

25 未満～ 
21 以上 
 
 

強い生活活動でおこる危
険性 
一般に危険性は少ないが激しい

運動や重労働時には発生する危険

性がある。 

注意 
（積極的に水分補給） 
熱中症による死亡事故が発

生する可能性がある。 

熱中症の兆候に注意すると

ともに運動の合間に積極的に

水分・塩分を補給する。 

積極的に水分・塩分を補給
する。 
熱中症の兆候に注意すると

ともに運動の合間に積極的に

水分・塩分を補給する。 

21 未満  
 
 
 
 

ほぼ安全 
（適宜水分補給） 
通常は、熱中症の危険は小さ

いが、適宜水分・塩分の補給は

必要である。市民マラソンなど

では、この条件でも熱中症が発

生するので注意。 

適宜水分・塩分を補給する。 
熱中症の兆候に注意すると

ともに適宜水分・塩分を補給

する。 

 ※活動前に活動場所で暑さ指数（WBGT）を必ず測定し、上記の対応表と照らし合わせ活動の実施可否を判断する。  

※空調が整備されている場所においては、暑さ指数（WBGT）にかかわらず室温が 28℃以下になる

ように設定し、適宜水分補給等の補給を行うことにより、活動の実施が可能であること。 

 ※水泳は、暑さ指数（WBGT）31 未満であり、水温が 34℃以下の場合に実施可能とする。 

※熱中症警戒アラートについては、事前の予測値のため、実測値により活動の実施可否を判断する。 

※熱中症特別警戒アラート発令時は、空調が整備されていない場所での活動は、暑さ指数（WBGT）にかかわらず、１日中止とする。  
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Ⅱ．熱中症予防策について 
１．熱中症予防の原則 

熱中症は生命にかかわる病気です。しかし、予防法を知っていれば、発生や悪化を防ぐこと

ができるもので、日常生活における予防は、体温の上昇と脱水を抑えることが基本です。その

ため、まず大切なのは、暑い環境下に長時間いることを避けることです。学校生活の中では、

体育・スポーツ活動において熱中症を発症することが多く、スポーツなどの体を動かす状況で

は、それほど気温の高くない環境下でも熱中症を引き起こすことがあります。 

以下は、体育・スポーツ活動における熱中症予防原則です。 

 

 

 

 
「熱中症を予防しよう‐知って防ごう熱中症‐」（日本スポーツ振興センター）より  

 

 「それほど暑くないから大丈夫」と思うのではなく、活動中の児童生徒の状態をよく観察し

て異常がないかを確認することが大切です。 

   特に、「３．個人の条件を考慮すること」に該当する、個人の体調や身体的状況について、

注意深い健康観察が求められます。体調が悪いとき（疲労、睡眠不足、発熱、風邪の諸症状 

等）は、体温調節能力も低下し、熱中症にかかりやすくなります。また、学校で起きた熱中症

死亡事故の７割は肥満傾向の人に起きています。このような個人の特性に配慮した予防策が必

要です。 

   気温の低い冬などでも、条件が重なることで熱中症になってしまう可能性があります。冬は

乾燥するので、皮膚や粘膜、呼気から水分が蒸発しやすくなります。また、体感温度も低いた

め、のどが渇きにくいこともあり水分摂取を控えてしまう傾向にあります。これらの原因によ

って脱水症状を引き起こし、熱中症となってしまいます。冬であっても小まめな水分補給が必

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．環境条件を把握し、それに応じた運動、水分補給を行うこと 

２．暑さに徐々に慣らしていくこと 

３．個人の条件を考慮すること 

４．服装に気をつけること 

５．具合が悪くなった場合には早めに運動を中止し、必要な処置をすること 
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２．予防対策上の指導について 

   梅雨明けに気温が上昇する時期や身体が暑熱順化していない場合は、熱中症にかかりやすいた

め注意が必要です。熱中症リスクの高い場面における児童生徒への指導については、熱中症が命

にかかわる重大な問題であること、発達の段階等を踏まえた上で、その危険性を適切に指導願い

ます。 

登
下
校
中 

●水分補給について、以下の点を事前指導する 

 ・水筒を持たせる 

・特に自宅から学校までの距離が遠い場合は途中で必ず水分補給をする 

  指導例）①喉が渇くまでに水分補給をする 

      ②水筒は他者と共有できないので、水分を多めに準備する 

●服装等については、涼しい服装・帽子等の着用を事前指導する 

屋
内
で
の
授
業
中
・
部
活
動
中
□
体
育
館
は
除
く
□

●授業中や部活動時においても、適宜給水タイムを設ける 

 ・喉が渇いてからの水分補給では遅いので、喉が渇く前に水分補給をするよう教

員から声掛けをする 

●効果的なエアコンの活用と換気を行う 

 ・室温が 28℃以下になるように空調の温度を設定し、30 分に 1 回程度の換気をする 

●暑さ指数が低くても、熱中症になる恐れがあります。暑さ指数での対応だけでな

く、児童生徒の健康状態を観察したうえで、実施の可否を判断する 

屋
外
及
び
体
育
館
で
の
授
業
中
・
部
活
動
中 

●システムにより自動計測された暑さ指数（WBGT）を確認する（p.３参照） 

●活動前に活動場所で暑さ指数の測定を行い、実施の可否を判断する（p.３参照） 

●屋外及び体育館等での運動時においては、以下の点に十分注意する 

①活動前に適切な水分補給を行うとともに、必要に応じて水分や塩分の補給がで

きる環境を整える 

②こまめな水分補給と適切な休養を取る 

③体調不良者がいないか健康観察を行う 

④活動中や活動終了後に水分や塩分の補給を行う 

⑤具合が悪くなった場合は、ためらうことなくすぐに教職員に伝える 
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３．予防対策上の留意点 

 <活動実施までの手順>（詳細は、p.18 参照） 

  ①熱中症予防対策システムの計測値を確認し、活動実施の可否を判断する。 

  ②活動前に活動場所において暑さ指数（ＷＢＧＴ）を実測し、確認する。 

（１）体育及び体育的活動時での対策（プール学習を除く） 
場 面 必ず行うこと 備 考 

グラウンド 
体育館での活動時 

①熱中症予防対策システムの計測値を確認
し、活動実施の可否を判断する 

②活動前に活動場所において暑さ指数（WBGT）
を実測し、確認する 
→暑さ指数（WBGT）に応じた対策を行う 
（p.３参照） 

・水分補給ができる場所・機会を確保する 
・身体冷却できる場所の確保する 

 
 
②活動場所では熱中症指数
計を使用し、実測する
（p.18 参照） 

 

部活動時 

 
①熱中症予防対策システムの計測値を確認
し、活動実施の可否を判断する 

②活動前に活動場所において暑さ指数（WBGT）
を実測し、確認する 
→暑さ指数（WBGT）に応じた対策を行う 
（p.３参照） 

・水分補給ができる場所・機会を確保する 
（放課後の活動時は、水分残量を確認する） 

・事前に各競技団体等の熱
中症ガイドライン等を確
認する 

②活動場所では熱中症指数
計を使用し、実測する
（p.18 参照） 

・水分残量が十分ではない
生徒についての対応を事
前に検討する 

運動会・体育祭時
（練習時を含む） 

①熱中症予防対策システムの計測値を確認
し、活動実施の可否を判断する 

②活動前に活動場所において暑さ指数（WBGT）
を実測し、確認する 
→暑さ指数（WBGT）に応じた対策を行う 
（p.３参照） 

・水分補給ができる場所・機会を確保する 
・身体冷却できる場所を確保する 
・待機場所での日よけ対策を講じる 
・救急体制の確認、救護スペースを設置する 
・保護者等の参観者への対策を講じる 

 
 
②活動場所では熱中症指数
計を使用し、実測する
（p.18 参照） 

・日よけ対策とは、児童生徒
に帽子を着用させること
や、待機場所にテントを
設置する等、学校の実情
に合わせて行う 

・参観者にも水筒等の持参
を求めることや体調が悪
い時には参観を自粛する
こと、万が一、熱中症を疑
われる症状が見られた場
合の休憩場所等を事前に
周知する 

・医療機関リストの作成や
救急車搬送ルートを確保
する 

・クーラーの効いた部屋の
確保 

※文化部でも熱中症事故は発生しています。室温や活動強度、水分補給の機会の保障など、 

運動部と同様に対策を講じる必要があります。 

 

 

 

 

 

【参考】運動部の試合等の対応について 

◎実施の可否等については、主催者の判断に沿って対応します。 

◎試合当日に暑さ指数（WBGT）が 31 以上になる場合（または予想される場合）は、

前日や翌日の練習時間を短縮することや休養を検討します。 
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（２）プール学習時での対策 

場 面 必ず行うこと 備 考 

水中での活動時 

①熱中症予防対策システムの計測値を確認
し、活動実施の可否を判断する 

②活動前に活動場所において暑さ指数（WBGT）
を実測し、確認する 
→暑さ指数（WBGT）に応じた対策を行う 
（p.３参照） 

③活動前に水温を測定する 

 →水温が 34℃よりも高い場合は、中止する 

・適切な水分補給を行うよう指導する 

・運動強度に合わせ、休憩時間を設定する 

 

 
 
②活動場所では熱中症指数
計を使用し、実測する
（p.18 参照） 

 

③水温計を使用する（p.18 参照） 

・水温上昇を抑制するために

前日から水面をシートなど

で覆うこと、散水によりプ

ールサイドを冷却する等の

対策が有効 

・ゆっくり泳いでも、安静時

の４倍以上の代謝量があ

り、運動強度が高いとい

われていることから、能

力に応じた運動（個人差）

を考慮する 

プールサイドでの

活動時 

（見学・監視を含む） 

①熱中症予防対策システムの計測値を確認
し、活動実施の可否を判断する 

②活動前に活動場所において暑さ指数（WBGT）

を実測し、確認する 

 →暑さ指数（WBGT）に応じた対策を行う 

（p.３参照） 

・帽子着用、テント等の設置により直射日光に

当たらないようにし、時折水中に入ることや

水をかける等、体温を下げるようにする 

・水分補給ができる場所・機会の確保 

②活動場所では熱中症指数

計を使用し、実測する

（p.18 参照） 

・床面が高温になる場合は、

サンダルを履く等し、体

温上昇とやけどを防ぐ 

更衣室での更衣 ・高温多湿になる場所を避ける 
・空調施設が整った更衣場

所や扇風機等を準備する 
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（３）体育及び体育的活動時以外での対策 

場 面 必ず行うこと 備 考 

教室内での授業時 

・教室内の温度を適切に管理する 

→28℃以下であることが望ましい 

・水分補給ができる機会の確保する 

 

・エアコンの設定温度が28℃

ではなく、室温が 28℃以下

になるように、エアコンの

設定温度を調節する 

・空調設備が設置されてい

ない教室では、換気や扇風

機等の使用を行ったうえ

で、適宜水分補給を行うよ

う指導する 

登下校時 

・涼しい服装や帽子の着用、適切な水分補給

について事前に指導する 

・途中で体調不良を感じた際の対応について

指導する 

・保護者に対して、熱中症対策を周知し、注意喚

起を行う 

・登下校に要する時間が長い

児童生徒は、熱中症事故の

発生が高まるため、十分配

慮する 

週休日、休日、学校

休業日の対応 

（部活動、PTA 活動 等） 

①熱中症予防対策システムの計測値を確認
し、活動実施の可否を判断する 

②活動前に活動場所において暑さ指数（WBGT）
を実測し、確認する 
→暑さ指数（WBGT）に応じた対策を行う 

（p.３参照） 

・計画段階から暑さを考慮し、必要な対策を

講じる 

・休日は、対応する教職員が限定されることか

ら、熱中症警戒アラート等の情報収集、伝達お

よび対応判断の手順を事前に整備する 

 

②活動場所では熱中症指数

計を使用し、実測する

（p.18 参照） 

・真夏には、暑い日中は避

け、朝夕の時間帯に練習

時間を移す 

・日中は強度の高い運動を

避ける 

 

行事等の対応 

（遠足及び校外学習、等） 

 

※運動会等を除く 

 

・前日に熱中症警戒アラートが発令された際

の対策について事前に準備する 

・活動場面ごとに分けた対策を講じる 

・医療機関リストの作成や

事故発生時の連絡方法等

を確認する 

・熱中症指数計を携行する 

 

 

 

 

【参考】行事等の当日の対応について 

◎活動開始時に WBGT が 31 以上の場合→実施の延期または中止を検討する 

◎活動中に WBGT が 31 以上の場合→活動時間の短縮、プログラムの変更を行う 
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Ⅲ．熱中症警戒情報・熱中症特別警戒情報について 
１．熱中症警戒情報・熱中症特別警戒情報 

名 称 熱中症警戒情報 熱中症特別警戒情報 
呼 称 熱中症警戒アラート 熱中症特別警戒アラート 
発表基準 県内において、いずれかの暑さ指数情

報提供地点における、翌日の日最高暑
さ指数（WBGT）が 33（予測値）に達す
ると予測される場合 

県内において、全ての暑さ指数情報提
供地点における、翌日の日最高暑さ指
数（WBGT）が 35（予測値）に達すると
予測される場合 

発表時間 前日午後５時頃及び 
当日午前５時頃 

前日午後２時頃 
（前日午前 10 時頃の予測値で判断） 

運用期間 ４月第４水曜日～10 月第４水曜日 
発表単位 県 
各校への 
周知 

課業日は、保健体育課から FAX により各校に一斉送信 

前日午後５時 15 分頃 
当日午前８時 45 分頃 

前日午後２時 15 分頃 

保護者への 
周知 

 
教育委員会からの緊急連絡（マチコ
ミ）により保護者に一斉送信 

活動の実施可否 
暑さ指数（WBGT）に基づく対応一覧
表に沿って活動の実施の可否を判断 

空調が整備されていない場所では、暑
さ指数（WBGT）にかかわらず、１日活
動中止 

 

２．アラートの活用 

熱中症警戒アラートが発令された場合の対応として、行事や体育の授業、部活動等の実施の

可否の判断、飲料水等の多めの準備等について検討してください。熱中症警戒アラートは事前

の予測であることから、当日の状況が異なる場合もあり、活動場所で暑さ指数（WBGT）を必ず

測定します。なお、熱中症特別警戒アラート発令時は、空調が整備されていない場所での活動

は、暑さ指数（WBGT）にかかわらず、１日中止となります。 

また、事前に学校内で熱中症警戒アラート及び熱中症特別警戒アラートが発表された際の具

体の対応について検討し、全教職員で共通理解を図ります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇熱中症警戒アラート・熱中症特別警戒アラートの発令 

・前日午後５時、当日午前５時（特別警戒アラートの場合は、前日午後２時） 

↓ 

・課業日は、保健体育課から FAX により各校に一斉送信 

（熱中症警戒アラートの場合は、前日午後５時 15 分、当日午前８時 45分頃） 

（熱中症特別警戒アラートの場合は、前日午後２時 15 分頃） 

↓ 

（学校が検討すべきこと） 

・誰が、いつ確認するか→誰に伝えるか 

・情報をもとに学校運営をどうするか→決定者、代理者を誰にするか 

・予測と異なった場合の対応をどうするか→中止 or 内容の変更 

※休業日の熱中症警戒アラートの情報を誰が、いつ確認するか→誰に伝えるか 
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Ⅳ．熱中症警戒アラート等発令時の学校対応について 

 

１．学校における暑さ指数（WBGT）に応じた対応一覧 

暑さ指数 

（WBGT） 

熱中症予防の 

ための 

運動指針 

横須賀市立学校での対応 

空調が整備されていない場所 

（屋外・体育館・特別教室等） 

空調が整備されている場所 

（教室・特別教室等） 

35 以上 【命を守る行動をとる】 
運動及び屋外での 

活動は全て中止 
実施可能 

 

室温が 28℃以下になるよ

うに設定 

 

適宜水分等の補給 

35 未満 

33 以上 
【運動中止】 

33 未満 

31 以上 

【運動は原則中止】 

特別な場合以外

は、運動を中止する 

特に子供の場合

は中止すべき 

運動は全て中止 

 

屋外での活動は中止または 

活動時間を短縮 

31 未満 

28 以上 

【厳重警戒】 

（激しい運動は中止） 

10 分～20 分おきに休憩 

水分等の補給 

〇活動前に活動場所で暑さ指数を必ず測定し、上記の対応表と照らし合わせ活動の実施可否を判断する。 

〇熱中症警戒アラートは、事前の予測値のため、実測値により活動の実施可否を判断する。 

〇水泳は、暑さ指数（WBGT）31 未満であり、水温が 34℃以下の場合に実施可能とする。 

〇熱中症特別警戒アラート発令時は、空調が整備されていない場所での活動は、暑さ指数に関係なく１日中止とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校長は、全ての児童生徒が熱中症対策を徹底できているかを確認し、徹底できていな

い場合は、運動、学校行事等の中止、延期、変更を判断してください。 
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２．熱中症警戒アラート発令に伴った１日の流れ 

【前日】17:00 環境省より「熱中症警戒アラート」発令 

場面・時刻 学校がとる対応について 

17：15 ごろ ○教育委員会から熱中症警戒アラート発令のＦＡＸを受け取る 

放課後 ○校内での情報共有及び当日の運営についての検討 

【翌日の登校について】 

・教室で身体の冷却ができるよう、空調を設定すること 

  ・保健室を中心に飲料水等の準備をすること 

【翌日の教育活動について】 

  ・行事についての実施可否の判断をすること 

実施の場合は、熱中症対策について検討すること 

  ・空調が整備されていない場所での活動の実施判断基準を共有すること 

・空調が整備されている場所については、室温が 28℃以下になるように設定すること  

【翌日の下校について】 

 ・水分補給についての指導あり方の共有 

○行事の延期・中止など必要に応じて、保護者へのマチコミを使用した連絡 

【当日】５：００ 環境省より「熱中症警戒アラート」発令 

場面・時刻 学校がとる対応について 

８：45 ごろ 
○教育委員会から熱中症警戒アラート発令のＦＡＸを受け取る 

 上記の内容を共有・確認 

登 校 ○共有事項の確認 

 ・登下校、教育活動について 

○教室での入念な健康観察 

 ・水分補給の注意喚起とともに、体調不良者の早期発見に努めること 

教育 

活動中 

○活動の実施可否の判断 

【校庭、体育館等の空調が整備されていない場所】 

①熱中症予防対策システムにより自動計測された暑さ指数（WBGT）を確認

し判断します。 

②自動計測された暑さ指数（WBGT）が 31 未満の場合は、活動前に活動場

所において熱中症指数計を用いて実測し確認します。 

【空調が整備されている場所】 

・室温が 28℃以下になるように設定し、活動すること 

・児童生徒の健康観察を行い、必要に応じて、水分補給の場面を設定すること 

下 校 ○クラスで下校時の安全指導 

【持ち物について】 

 ・帽子を着用すること 

【水分補給】 

・水筒の中身の有無の確認、下校中は必要に応じて、水分補給をすること 
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３．熱中症特別警戒アラート発令に伴った１日の流れ  

【前日】14:00 環境省より「熱中症特別警戒アラート」発令 
場面・時刻 学校がとる対応について 
14：15 ごろ ○教育委員会から熱中症特別警戒アラート発令のＦＡＸを受け取る 
下校までに ○クラスで当日（翌日）の登下校等についての事前指導 

 【下校および翌日の登校について】 
  ・涼しい服装や帽子の着用など熱中症対策をとること 
  ・水筒の持参および、途中で水分補給すること 

放課後 ○校内での情報共有及び当日の運営についての検討 
【翌日の登校について】 
・教室で身体の冷却ができるよう、空調を設定すること 

  ・保健室を中心に飲料水等の準備をすること 
【翌日の教育活動について】 

  ・行事、体育、部活動等の実施については延期・中止すること 
  ・校庭、体育館等の空調が整備されていない場所での活動は中止すること 

・空調が整備されている場所については、室温が 28℃以下になるように設定すること 
【翌日の下校について】 
 ・下校前の暑さ指数(WBGT)の計測値をもとにした下校のさせ方について確認すること  

○行事の延期・中止など必要に応じて、保護者へのマチコミを使用した連絡 

【当日】 

場面・時刻 学校がとる対応について 
登 校 ○前日の共有事項の確認 

 ・登下校、教育活動について 
○教室での入念な健康観察 
 ・水分補給の注意喚起とともに、体調不良者の早期発見に努めること 

教育 
活動中 

○活動の実施可否の判断 
【校庭、体育館等の空調が整備されていない場所】 
 ・暑さ指数に関係なく、活動を中止すること 
【空調が整備されている場所】 
・室温が 28℃以下になるように設定し、活動すること 
・児童生徒の健康観察を行い、必要に応じて、水分補給の場面を設定すること  

下 校 ○下校の仕方や時刻等について、保護者へマチコミを使用した連絡 
○下校前に市教委から配布した暑さ指数計等で計測、その値と下記の表を照らし合わせ判断 

暑さ指数（計測値） 小・中学校の対応 
35 以上 16 時までは留め置き 
35 未満 安全指導の徹底の上、下校 

○クラスで下校時の安全指導 
【持ち物について】 
 ・帽子を着用すること 
 ・児童生徒の負担軽減のため、必要最低限の荷物を持ち帰ること 
【水分補給について】 
・水筒の中身の有無の確認、下校中は必要に応じて、水分補給をすること 

【下校の仕方について】 
 ・一人で下校させないような安全対策の実施（必要に応じて、職員の見守り） 
 ・16 時の段階においても、暑さ指数(WBGT)が 35 以上の場合は、必要に応じ

て、留め置きの時間を延長すること 
 ・留め置きの場合においても、個別に保護者が引き取りに来た場合は、下校させる  

放課後 ○児童の安全に関する情報の収集と共有 
 ・マチコミ等を利用した、児童生徒の安否確認 

 

教育委員会からの緊急連絡（マチコミ）

により、保護者に登下校中を含む活動

への注意喚起の連絡 

・水筒 ・衣服の調整 ・帽子 
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Ⅴ.資料集 

資料１．熱中症について 
１．熱中症とその発生要因 

（１）熱中症とは 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

熱中症環境保健マニュアル 2022（環境省）より  

（２）発生要因 

 
外気温が高くなると熱を逃がしに

くくなります。 

↓ 
汗は蒸発する時に体から熱を奪い

ます。高温時は熱放散が小さくなり、

主に汗の蒸発による気化熱が体温

を下げる働きをしています。 
↓ 

汗をかくと水分や塩分が体外にで

てしまうために、体内の水分・塩分

が不足します。 

 ↓ 
体内の血液の流れが低下します。 

 ↓ 
体に熱がたまり、体温が上昇してし

まい、熱中症を引き起こしてしまい

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

熱中症環境保健マニュアル 2022（環境省）より 
 

   熱中症を引き起こす条件には、環境（気温や湿度等）及び行動（活動強度や休憩等）とから

だ（体調や年齢等）の条件が複雑に関係します。 

〇体温を平熱に保つために汗をかき、体内の水分や塩分（ナトリウムなど）の減少や

血液の流れが滞るなどして、体温が上昇して重要な臓器が高温にさらされたりする

ことにより発症する障害の総称です。高温環境下に長期間いたとき、あるいはいた

後の体調不良はすべて熱中症の可能性があります。 

〇死に至る可能性がある病態です。 

〇正しい予防法を知り、それを実践することで、完全に防ぐことができます。 

〇応急処置を知っていれば、重症化を回避し後遺症を軽減できます。 

早期の適切な水分・塩分

の補給が重要！ 
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２．熱中症の症状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 日本救急医学会熱中症分類 2015 （熱中症診療ガイドライン 2015 日本救急医学会）より 
 

熱中症の症状には、典型的な症状が存在しません。暑さの中にいて具合が悪くなった場合に

は、まず、熱中症を疑い、すぐに活動を中止し、応急処置あるいは医療機関へ搬送するなどの

措置を講じるようにします。 

熱中症の重症度を判断するときには、上の図を参考に、意識がしっかりしているかを確認し

ます。少しでも意識がおかしい場合には、「Ⅱ度」以上と判断し、すみやかに医療機関に搬送し

ます。また、症状の判断に迷った場合も、「Ⅱ度」以上と判断し、すみやかに医療機関に搬送し

ます。 

仮に「Ⅰ度」であっても、必ず誰かが付き添って見守り、すぐに涼しい場所へ移動し、体を

冷やすこと、水分・塩分を補給することが重要です。しばらくして症状が改善しない場合は、

「Ⅱ度」以上と判断し、すみやかに医療機関に搬送します。 

症状の確認は、必ず複数の教職員で行い、常に最悪を想定して対応します。 
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資料２．横須賀市立学校における熱中症（熱中症疑い含む）の事故事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇学校管理下において、熱中症・熱中症疑いの事故が発生した場合、必ず、保健体育課まで
ご報告をお願いいたします。 
次の事項について、必ず確認し、ご報告ください。 

  ①当日の暑さ指数（WBGT） 
  ②被害児童生徒の身体的特徴（体力面、肥満や痩身傾向、学年 等） 
  ③活動状況（強度、休憩時間の頻度 等） 
  ④具体的な症状 
  ⑤救急搬送の有無 
  ⑥回復状況（症状軽快、安静、入院 等） 
 
 
 

事例１．体育祭の時期に起こった事故 

【事故要因】温度が高い（環境）、体力があまりない（からだ）、慣れない運動（行動） 

（事故内容） 

体育祭の練習の際、当該生徒が突然倒れました。教師の呼びかけにも応答がなかったた

め、学校はすぐに救急車を要請しました。 

 搬送先の病院では、熱中症の疑いとの診断があり、当該生徒は、点滴の治療を受け帰宅

しました。 

事例２．部活動の試合後の移動中に起こった事故 

【事故要因】夏場（環境）、試合後で体力が低下している（からだ） 

（事故内容） 

部活動の試合（市外遠征）後、帰路の電車の中で当該生徒が体調不良を訴えました。引

率していた教員が、途中駅で下車させ、駅事務所で休養させました。しかし、改善の兆

候が見られなかったため、保護者に連絡後、学校はすぐに救急車を要請しました。 

 搬送先の病院では、軽い熱中症との診断がありました。 

事例３．校外学習で起こった事故 

【事故要因】高温多湿（環境）、暑さに慣れていない（からだ）、長時間の屋外活動（行動） 

（事故内容） 

校外学習の際、屋外での見学中に 10 名を超える児童が体調不良を訴えました。 

見学場所と学校が近かったため、担任は、体調不良者をすぐに学校に連れて帰り、保健

室で休養させました。発熱の見られた児童数名は、保護者に状況を説明し、受診を依頼

しました。受診した児童には、軽い熱中症の疑いとの診断がありました。 
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資料３．全国の熱中症による死亡事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇急に暑くなってきた日、気温が 30℃を超えるような暑い日等は、熱中症が起きやすい傾向にあり              

ます。また、気温だけではなく、湿度の高い日についても、注意が必要です。 

事例１．体育の授業中に起こった事故 

【事故要因】温度が高い（環境）、激しい運動（行動） 

（事故内容） 

 気温 32.5℃、湿度 47％の中、高校３年生の男子が体育の授業でサッカーの５

分ゲーム２試合をしていたところ、運動開始から 30 分後に熱中症になり、死

亡しました。 

 

事例２．部活動で起こった事故 

【事故要因】温度が高い（環境）、肥満傾向（からだ）、試合にフル出場（行動） 

（事故内容） 

 気温 32℃、湿度 61％の中、高校３年生の男子がアメリカンフットボール部の部活動

で試合にフル出場し、終了直前にベンチで倒れました。日陰で休んでいた時に嘔吐

したため、救急搬送しました。搬送先で治療を受けましたが容体が急変し、２日後

に死亡しました。被害者本人は身長 170 ㎝、体重 113 ㎏、肥満度 77％でした。 

 

事例３．校外学習で起こった事故 

【事故要因】暑さ指数（WBGT）32 で「危険」（環境）、体力があまりない（からだ） 

（事故内容） 

 気温 32.9℃の中、小学 1年生の男子が学校から約１Km離れた公園での校外学習後に

教室で様子が急変し、意識不明になり、救急搬送されました。搬送先の病院で死亡

しました。当日の暑さ指数（WBGT）は 32で「危険」を示していました。 

例４．宿泊学習で起こった事故 

【事故要因】湿度が高い（環境）、登山（行動） 

（事故内容） 

 気温 27.2℃、湿度 70％のなか、中学２年生の男子が宿泊学習で登山をしていまし

た。その途中で熱中症になり、死亡しました。 

 ※気温、湿度は、当日の事故現場近隣の気象庁データによる 
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資料４．熱中症対応フロー 
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「熱中症を予防しよう‐知って防ごう熱中症‐」（日本スポーツ振興センター）より 
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資料５．熱中症予防対策システムと実測による実施及び継続可否判断までの手順 

（１）体育館・屋外（システムと指導者等の実測の併用） 

 〇実施可否までの手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〇継続可否判断の方法 

 

 

 

 

 

    ※活動中において、職員室等で共有されるシステムの計測値が 31を超えた場合は、管理職等は

指導者へ活動を中止するよう伝える。 

 

 （２）水泳（システム、水温（℃）と指導者等の実測の併用） 

 〇実施可否までの手順 

 

 

 

 

 

 

 

   

  〇継続可否判断の方法 

 

 

 

 

 

※活動中において、職員室等で共有されるシステムの計測値が 31 を超えた場合は、管理職等は

指導者へ活動を中止するよう伝える。 

 暑さ指数（WBGT） 実施可否について 

【ステップ１】 

システムでの 

自動計測値による判断 

３１以上 実施不可 × 

３１未満 ステップ２へ  

【ステップ２】 

活動場所での 

実測値による判断 

３１以上 実施不可 × 

３１未満 実施可能 〇 

 暑さ指数（WBGT） 実施可否について 

【指導者】 

適宜、 

実測値による判断 

３１以上 継続不可 × 

３１未満 継続可能 〇 

 暑さ指数（WBGT） 水温 実施可否について 

【ステップ１】 

システムでの 

自動計測値による判断 

３１以上  実施不可 × 

３１未満  ステップ２へ  

【ステップ２】 

活動場所での 

実測値による判断 

３１以上 ３４℃よりも高い 実施不可 × 

３１未満 ３４℃以下 実施可能 〇 

 暑さ指数（WBGT） 水温 実施可否について 

【指導者】 

適宜、 

実測値による判断 

３１以上 ３４℃よりも高い 継続不可 × 

３１未満 ３４℃以下 継続可能 〇 

または 

かつ 

または 

かつ 
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資料６．熱中症特別警戒アラート発令時の保護者あてメール本文 

 
熱中症特別警戒アラート発令について 

 
【表題：明日の登下校で注意していただきたいことについて】 
 
 

横須賀市教育委員会 

保健体育課より 

令和６年 月 日 

保護者の皆様 

 

 

本日、環境省から神奈川県域に、熱中症特別警戒アラートが 

発表されました。 

 

 熱中症特別警戒アラートの概要（キーメッセージ） 

  〇広域的に過去に例のない危険な暑さ等となり、人の健康に係る重大な被害が生じ

るおそれがあります。 

  〇自分の身を守るだけでなく、危険な暑さから自分と自分の周りの人の命を守って

ください。 

  〇今まで普段心掛けていただいている熱中症予防行動と同様の対応では不十分な可

能性がありますので、今一度気を引き締めていただいた上で、準備や対応が必要

です。 

〈環境省 HP より〉 

 

つきましては、明日の登下校において熱中症事故の防止策として 

以下の点をお知らせいたします。ご理解とご協力をお願いします。 

 

 ・ご家庭での入念な健康観察をしたうえでの無理のない登校 

・涼しい服装や帽子の着用 

 ・水分多めの水筒の持参 

 ・自宅から学校までの距離が遠い場合は、必ず水分補給をすること 

 

 なお、各学校では、暑さ指数(WBGT)の測定や活用、熱中症（特別）警戒情報等の活

用、熱中症予防ガイドラインの活用等により、熱中症対策を行っていることを申し添え

ます。 

 

横須賀市教育委員会保健体育課 
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資料７．保健体育課からの情報提供 
（熱中症警戒アラート・熱中症特別警戒アラート・光化学スモッグ・PM2.5 関する情報の

提供について） 

 

１．各情報の概要 

（１）熱中症警戒アラート 

   ①発表主体       環境省 

   ②発表する区域の単位  県単位 

   ③対象期間       毎年４月第４水曜日から 10 月第４水曜日まで 

   ④発表される場合    熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境（暑さ指数の値が 33 以上）

になると予想される日の前日の夕方または当日の早朝に発表 

   ⑤発表の時間      前日の 17 時または当日の５時 

 

（２）熱中症特別警戒アラート 

   ①発表主体       環境省 

   ②発表する区域の単位  県単位 

   ③対象期間       毎年４月第４水曜日から 10 月第４水曜日まで 

   ④発表される場合    熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある暑熱環境（暑

さ指数の値が 35以上）になると予想される日の前日に発表 

   ⑤発表の時間      前日の 14 時 

 

（３）光化学スモッグ注意報等 

 ①発令主体       神奈川県 

   ②発令する区域の単位  市単位 

   ③対象期間       毎年５月１日から 10 月 31 日 

   ④発表される場合    光化学オキシダント濃度等が発令基準に該当した時 

上記に該当する場合に発令および解除を発表 

   ⑤発表の時間      随時（発令基準に該当した時） 

   ⑥その他        警報発令時には市の防災無線が流れる 

 

（３）ＰＭ2.5 注意喚起 

  ①発令主体       神奈川県 

  ②発令する区域の単位  県単位 

  ③対象期間       通年 

  ④発表される場合    その日のＰＭ2.5 の濃度が高くなる恐れがある時 

  ⑤発表の時間      当日の８時頃および当日の 13 時頃 
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２．保健体育課から学校への情報提供について 

 

 保健体育課から学校へ下記により情報提供します 

種別 情報提供する場合 送信時間 提供方法 

熱中症警戒 

アラート 

アラートが発表された時 

≪発表の時間≫ 

・前日 17 時 

・当日 ５時 

前日発令の場合 

 前日 17時 15 分頃 

当日発令の場合 

 当日８時 45 分頃 

ＦＡＸにより各校へ

一斉送信 

（別添様式による） 

熱中症特別警戒 

アラート 

アラートが発表された時 

≪発表の時間≫ 

 ・前日 14 時 

前日 14時 15 分頃 

光化学スモッグ 

注意報等 

注意報、警報、重大緊急時警報

が発令及び解除された時 

≪発令の時間≫ 

 ・随時 

（決まった時間はありません） 

注意報、警報、重大緊

急時警報が発令及び

解除された時 

 

PM2.5 注意喚起 注意喚起が行われた時 

≪発令の時間≫ 

当日 ８時頃及び 13 時頃 

 

８時発令の場合 

 ８時 15分頃 

13 時発令の場合 

 13 時 15 分頃 

※FAX による情報の提供は開庁日の開庁時間のみ行います。休日等については各校で情報を取得し

てください。 

 

３．保健体育課からのＦＡＸ送信書式 

 p.24～27 参照 

 

４．閉庁日、閉庁時間における情報の収集について 

 下記のホームページアドレスからご確認ください。 

種別 アドレス 

熱中症警戒アラ

ート情報 

 

環境省熱中症予防情報サイト 

https://www.wbgt.env.go.jp/alert.php 

光化学スモッグ

情報 

神奈川県大気汚染常時監視測定結果 

http://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/kanshi/realtime/index.html 

ＰＭ2.5 注意喚

起情報 

※各サイトにメール配信サービスがありますので、必要に応じて登録してください。 

  



22 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警戒アラートが発表され
た県は塗りつぶされます。 

神奈川をクリックすると
神奈川県の詳細を確認で
きます。 

熱中症予防情報サイト 確認方法 
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クリックすると３時間ご
との予報値が参照できま
す。 

気象庁の予報区ごとに数
値が確認できます。 



本通知は、教育委員会から、市立小学校・中学校・特別支援学校・高等学校、ゆうゆう坂本相談

教室へファックスにて通知しています。 

 

 

 
 
 

            令和  年  月  日 

市立学校長 様 

 

本日、環境省から神奈川県域に、熱中症警戒アラート

発表されましたので連絡します。 

  

発表日：令和  年   月   日     時 

内 容：明日・本日    は熱中症の危険性が極め

て高くなると予測されます。 

   学校におかれましては、熱中症指数計等を利用

し、熱中症予防に努めていただきますようお願い

いたします。 

 

 

教育委員会 保健体育課 

                  822-8489 

 

熱中症警戒アラート 
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本通知は、教育委員会から、市立小学校・中学校・特別支援学校・高等学校、ゆうゆう坂本相談

教室へファックスにて通知しています。 

 

  

 

 

            令和  年  月  日 

市立学校長 様 

 

本日、環境省から神奈川県全域に、熱中症特別警戒ア

ラートが発表されましたので連絡します。 

発表日：令和  年   月   日     時 

内 容：明日（  日）は、神奈川県内全域で暑さ指

数（WBGT）が 35 に達すると予想され、広域的に

過去に例のない暑さ等となり、人の健康に重大な

被害が生じるおそれがあるため、14 時に環境省

から熱中症特別警戒アラートが発表されま

した。 

   学校におかれましては、「横須賀市立学校熱中

症予防ガイドライン【令和７年度改訂版】」など

により、児童生徒及び周りの人の命を守っていた

だきますようお願いいたします。 

教育委員会 保健体育課 822-8489 

熱中症特別警戒アラート 
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本通知は、教育委員会から、市立小学校・中学校・特別支援学校・高等学校、ゆうゆう坂本相談

教室へファックスにて通知しています。 

 

 
 
 
 

            令和  年  月  日 

市立学校長 様 

 

 本日、神奈川県から、光化学スモッグについて、下記の情報が発令

されましたので連絡いたします。 

 

発表日時 

 令和  年  月  日 午   時   分 

発令内容 

 横須賀地区 

光化学スモッグ 注意報・警報・重大緊急時警報 

発令 ・ 解除 

 

 各校では状況をよく判断し処置してください。 

 

教育委員会 保健体育課 

                  822-8489 
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本通知は、教育委員会から、市立小学校・中学校・特別支援学校・高等学校、ゆうゆう坂本相談

教室へファックスにて通知しています。 

 

 
 
 
 

          

   令和  年  月  日 

市立学校長 様 

 

 本日、神奈川県から PM2.5 高濃度予報の注意喚起が発表さ

れていますので連絡いたします。 

各学校では、本日、屋外での活動の中止、換気・窓の開閉

の中止、速やかな登下校の指導など外気の吸入を減らすよう

対応をお願いします。 

 

 

 

 

教育委員会 保健体育課 

                  822-8489 

 

 

ＰＭ2.5 高濃度予報 
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資料８．熱中症予防のためのスポーツドリンク等について 

   
１．ミネラルウォーターについて 
≪良い面≫：汗をかくことで失われる水分、ミネラルを手軽に補えます。余分な成分が含まれてい

ないため、日常的な水分補給には適しています。 

≪配慮面≫：すでに脱水症状の疑いが高い場合は、ミネラルウォーターではなく、経口補水液を使

用するなど、使い分けを明確にする必要があります。 

≪購入時の注意≫：学校配当予算で購入できます。 

 

２．スポーツドリンクについて 
≪良い面≫：水分と塩分を補給できるだけでなく、糖分により疲労回復にも効果的です。 

≪配慮面≫：糖の過剰摂取による肥満や虫歯になる危険性があります。 

≪購入時の注意≫：学校配当予算で購入できます。安価で大量に作れる粉状のものの購入を推奨

します。ペットボトルで購入する際は、保管に十分気を付けてください。 

 

３．経口補水液について 
≪良い面≫：吸収率・吸収速度が非常に高く、脱水症状が出たときの水分補給に適しています。 

≪配慮面≫：一時に大量に飲むと、ナトリウムの過剰摂取になる可能性もあります。そのため、普

段の水分補給としては不向きです。 

≪購入時の注意≫：学校配当予算で購入できます。保管に十分気を付けてください。特に、賞味期

限については、必ず確認し、期限切れを提供することがないよう注意してくだ

さい。 

 

４．塩分補給のためのタブレットや飴等について 
≪良い面≫：汗をかくことで失われる塩分を手軽に補えます。 

≪配慮面≫：熱中症予防のためには、こまめな水分補給を行うことが原則です。塩分補給のための

タブレット等はあくまでもその補助であることに留意します。 

      配布する際は、使用する品名、原材料等を事前に保護者に連絡し、アレルギーのある

児童生徒が誤って使用することがないように注意してください。 

≪購入時の注意≫：学校配当予算で購入できます。事前に学校薬剤師に相談し、購入、保管や使用

についての助言を得てください。使用する製品については、保護者に事前に説

明することから、学校内では複数種類を購入するのではなく、なるべく同一の

製品を購入してください。 

 

※購入時は、用途を保健室に常備すべきもの（保健室消耗品）なのか、学校全体の熱中

症予防のために購入すべきものなのかを整理してください。 

 

（参考） 

 保健室

消耗品 

学校 

全体 

ミネラルウォーター 〇 〇 

スポーツドリンク 〇 〇 

経口補水液 〇 △ 

タブレット・飴 など △ 〇 
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資料９．熱中症指数計・熱中症予防対策システムについて 
   
１ 熱中症指数計 
（１）製品 

・黒球式熱中症指数計 タニタ TT-562 

 

（２）耐用年数 
・５年間（製造メーカーに動作保証できる年数として確認済み） 

 

（３）各学校への配布数 
・各学校３台…グラウンド、体育館、プールのほか、部活動、校外活動などでの使用を想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）今後の買い替えの計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 熱中症予防対策システム 

（１）製品 

 屋内センサー 屋外センサー 受信機 

製品名 MLT-291A WBGT-7500-E EnOcean-LTEM Gateway 

交 換 電池レスのため、 

交換不要 

電池の寿命３年 電源を使用するため、

交換不要 

 

（２）センサーから暑さ指数（WBGT）の表示まで 

 

 

 

 

（３）システムについての問い合わせ先 

  故障やトラブルが起きたときは、保健体育課へご連絡ください。 

校 種 保有台数 備 考 

小学校 ３台  

中学校 ３台  

高校 ３台 全日・定時で共有 

ろう ３台  

養護 ３台  

 
初回 

購入時期 

今後の購入時期 

（予定） 

１台目 Ｒ１ Ｒ５ 買い替え済み Ｒ10 R15 

２台目 Ｒ２ Ｒ６ 買い替え済み Ｒ11 R16 

３台目 Ｒ２ Ｒ７ Ｒ12 R17 

自動計測

可視化 

自動計測

可視化 
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資料 10．参考文献 

 

・熱中症環境保健マニュアル 2022／令和４年３月改訂（環境省） 

(https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/manual/heatillness_manual_full.pdfh) 

・スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック／令和元年５月（公益財団法人日本スポーツ協会）  

  (https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/supoken/doc/heatstroke/heatstroke_0531.pdf) 

・熱中症診療ガイドライン 2024／令和６年７月（日本救急医学会） 

(https://www.jaam.jp/info/2024/files/20240725_2024.pdf) 

・学校屋外プールにおける熱中症対策／平成 31 年３月（独立行政法人日本スポーツ振興センター）  

(https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/H30nettyuusyouPoolPamphlet/h30nettyuusyou_pool.pdf)  

・熱中症を予防しよう‐知って防ごう熱中症‐」／平成 26 年３月（独立行政法人日本スポーツ振興センター）  

(https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kenko/jyouhou/pdf/nettyuusyo/nettyuusyo_all.pdf) 

・学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き(令和６年４月 追補版)／令和６年４月（環境省・文部科学省） 

  (https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_kyousei01-000015427_03.pdf) 

・神奈川県立学校熱中症予防ガイドライン【令和６改訂】（神奈川県教育委員会） 

(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/52642/r6kaiteiban.pdf) 

・横浜市立学校 熱中症対策ガイドライン【令和６年６月最終改訂】（横浜市教育委員会事務局） 

(https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/sesaku/hoken/default201905231120.files/0005_20240614.pdf)  

・川崎市立学校 熱中症対策指針【令和６年６月一部改訂】（川崎市教育委員会） 

（https://www.city.kawasaki.jp/880/cmsfiles/contents/0000141/141676/HPkaitei.pdf） 

 


